
介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者及び

指定第１号事業者に対する行政処分について

平成３１年３月２９日

旭川市福祉保険部指導監査課

１ 趣旨

指定居宅サービス事業者及び指定第１号訪問事業者である株式会社 松本に対し，介護

保険法（平成９年法律第１２３号）第７７条第１項第６号及び第１１５条の４５の９第６号

の規定に基づく行政処分を平成３１年３月２９日に行いました。

２ 対象事業者等

（１）事業者

法 人 名： 株式会社 松本

代 表 者 名： 代表取締役 松本 孝司

所 在 地： 旭川市東光１５条３丁目８番１号

（２）事業所

事 業 所 名： ヘルパーステーション アッポジオ

所 在 地： 旭川市東光１６条４丁目２番１７号

サービス種類： 訪問介護及び第１号訪問事業

指定年月日： （訪 問 介 護）平成２４年４月１日

（第１号訪問事業）平成２７年４月１日

３ 処分内容

・指定居宅サービス事業者及び指定第１号事業者の指定の一部の効力の停止

（平成３１年４月１日から平成３１年６月３０日までの３か月間，新規利用者の

受入停止及び報酬の上限を７割とする。）

サービス種類： 訪問介護及び第１号訪問事業

根 拠 法 令： 介護保険法第７７条第１項第６号及び第１１５条の４５の９第６号

４ 処分の原因となる事実

（１）不正請求（介護保険法第７７条第１項第６号該当）

平成３０年１月から平成３０年１２月までの期間，同法人運営の住宅型有料老人ホー

ム内に指定訪問介護事業所の拠点を設置し，有料老人ホームの入居者に対し提供した介

護サービスについて同一建物減算を適用せず，介護報酬を不正に請求した。

不正請求額３，２４４，７０７円（試算額）

（２）法令違反（介護保険法第１１５条の４５の９第６号該当）

第１号訪問事業と一体的に運営されている指定訪問介護事業所において，介護報酬を

不正に請求した。


